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　●ごみゼロ大作戦
　●選挙セミナー「若者の投票率アップ」　
　●彦根市職員採用説明会
　

●人権市民のつどい
●市民健康診査
●緑のカーテン栽培講習会  

   ・・・2
　 ・・・4

　   ・・・7

  ・・・10
　・・・13

・・・16

市 　 民 　 税

課 　 　 税 非課税

⑤平成２６年度市民税
　の申告がまだの人

⑥平成26年度の市民税（均等割）が課税の人

①臨時福祉給付金を
　受け取る人
次のいずれにも該当す
る人
○今年1月1日現在、
　彦根市に住民登録の
　ある人
○平成26年度の市民
　税（均等割）が非課税

②子育て世帯臨時特例給付金を受け取る人
次のＡ～Ｃすべて満たす人
　Ａ平成26年1月分の
　　○児童手当・特例給付の対象となっている児童
　　○児童手当を支給されていた保護者の平成26年度
　　　の市民税の所得が児童手当の所得制限限度額未満
　Ｂ①臨時福祉給付金の対象でない児童
　Ｃ生活保護の対象でない児童

③平成26
　年度の市
　民税の所
　得が児童
　手当の所
　得制限限
　度額以上
　の人 ⑦生活保護を受けて

　いる人
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④市民税課税者に扶
　養されている人扶養親族の数

０人
１人
２人
３人
４人
５人

所得制限限度額
６２２万円
６６０万円
６９８万円
７３６万円
７７４万円
８１２万円

収入額の目安
８３３.３万円
８７５.６万円
９１７.８万円
９６０.０万円
１,００２.１万円
１,０４２.１万円

児童手当の所得制限限度額

申請手続きの詳細については準備中
　支給の対象と思われる人は、申請期間中に自身で手続きしていただく必要があります。申請書類、申請時期、
期間などについては現在準備中です。決まりしだい、広報ひこねや彦根市ホームページでお知らせします。
問い合わせ先　 臨時給付金支給室☎ 22-1411（内線 376）、FAX22-1398

支給の対象となるのは？
　平成 26 年１月１日に彦根市に住民票がある人のう
ち、下の表の①、②に該当する人が支給対象者です。

　③〜⑦に該当する人は支給対象となりません。ただ
し、⑤の人が申告した結果、市民税（均等割）非課税と
なった場合、①臨時福祉給付金の支給対象となります。

「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」の概要（その２）


